
2023 年 3 月 13 日以降 マスク着用について 

 

厚生労働省より 2023 年 3 月 13 日以降のマスク着用ルールが緩和され、個人の判断での着

用が基本となりました。厚生労働省 HP 

これを受けて、弊社では、下記の通り対応していくことといたしましたので、ご理解ご協力

の程何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

【弊社社員】 

所内では個人の判断に委ねております。 

但し、来客対応時・訪問時はマスク着用とします。 

 

【ご来社のお客様】  

お客様のご判断に委ねます。 

 

 

尚、消毒液・アクリル板の設置等、感染症対策は引き続き継続して行って参ります。 

 

 

 

アーセプト税理士法人 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

